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1　1947年5月3日，この日から私たちは，自由に

モノが言えるようになりました。政府批判をしても

いいし，戦争についての批判をしてもかまわない。

お気楽な歌を歌うことも，全国どこでスケッチして

も構わない。自由な内容の小説を書くことも，好き

なファッションを楽しむこともできるようになりま

した。

　　これらの行為は，戦前には取り締まられることが

ありました。

2　 この憲法に先立つ1945年12月，女性には初めて

選挙権が与えられ，国の在り方に口出しすることが

できるようになりました。自ら立候補することも，

好きな候補者に投票することもできるようになりま

した。

　　それ以前には女性には選挙権も被選挙権も認めら

れていませんでした。

　　この日から，制度として，結婚するのは親の決め

た人でなければならないとか，親の承諾が必要だと

いうこともなくなり，好きあった二人が結婚したい

と思えば結婚できるようになりました。

　　この日から憲法で一人一人が「個人として尊重」

（13条）されるようになった結果，それまで「当た

り前」と思われていたことが一変しました。しかし

世の中は，1947年5月3日の時点で立ち止まっては

いません。

　　雇用の分野では戦後長く女性は「職場の華」と

されていましたが，1970年代から早期退職制，結

婚退職制，出産退職制などが次々打ち破られ，女

性であることを理由とした区別は基本的に認められ

なくなりました。

　　さらに現代では，例えば結婚したい男女だけでな

く，同性であっても結婚できるようにしたらよいの

ではないか，夫婦であっても姓を同じにしなくても

よいのではないかという議論が巻き起こるようになり

ました。

　　これが憲法の価値です。

3　 一人一人が自由に，個性が尊重されるようにする，

国は個性を縛ってはいけない，そのために創意工夫

を凝らすし，一人一人をサポートする立場にある。

私たちは，この憲法のもとで何かを話したりしたこ

とで，服を着たことで，歌を歌ったことで，国の考

えを批判したことで，国に従わなかったことで，殺

されたり，処罰されたりすることはなくなりました。

　　しかし憲法は，私たちに対して，「誰かに任せて

おけば大丈夫」という考え方を厳しく戒めています。

憲法は私たちに，「不断の努力」（12条）によって

権利自由を守ることを求めています。

4　 「個性を認める」ということは，行きつくところ，

「たった一人だけ違うことを認める」ということです。

「たった一人」は多数から見れば「変わった人」，「ち

ょっと変な人」です。多数派に同調しない「変わっ

た人」，「変な人」を受け入れる寛容さが社会に求め

られています。多数の人に「あることをする自由」

があることは実は自由な社会ではない。誰もが自分

らしくいられることを許容しあう社会こそ本当の自

由な社会です。「多数派であること」，「多数派になる

こと」に執着する社会は，息苦しい社会なのではな

いでしょうか。自由とは「少数派のままでいていい

こと」です。

5　 法律家としての私たちに求められるのは，「少数派

のままでいる」ことに寛容な社会の構築に貢献する

ことではないでしょうか。私たちは，私たちの後の

世代に憲法の価値を引き継ぐために，「不断の努力」

を続けようではありませんか。
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